
2021年3月

都市計画道路敷津東南北線
および戎本町南北線事業
に係る事業認可説明会

関西高速鉄道株式会社
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説明会の趣旨（なにわ筋線とは）

➣なにわ筋線は、

（仮称）北梅田駅

と

ＪＲ難波駅 及び

南海本線新今宮駅

をつなぐ

新たな鉄道路線です。
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北梅田
(うめきた)

※北梅田、中之島、西本町、南海新難波の駅名は仮称



説明会の趣旨（敷津東南北線、戎本町南北線とは）

➣敷津東南北線、

戎本町南北線は、

なにわ筋線を現道路内

に整備するために、大阪

市道浪速区第9055号

線、大阪市道日本橋今

宮方面南北10号線

を機能復旧する道路で

す。
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北梅田
(うめきた)

※北梅田、中之島、西本町、南海新難波の駅名は仮称

敷
津
東
南
北
線



説明会の趣旨（今日の位置づけ）

素案の立案

都市計画

素案 説明会

案の作成

公告・縦覧・意見書の受付

都市計画の告示

環境アセスメントの方法の決定

調査・予測・評価

準備書の作成

評価書の作成

評価書の公告・縦覧

準備書説明会

都市計画審議会

環境影響評価

なにわ筋線の事業認可の告示・縦覧

意見聴取会
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2020年2月28日

2020
年度

2018
年度

2019
年度

2020年1月31日

2019年7月26日～9月9日

2019年4月9日

2019年3月11日～19日

方法書の公告・縦覧
2018年2月23日～3月22日

2019年8月8日～8月22日

2020年2月28日～3月27日

なにわ筋線の事業認可 説明会

2020年8月7日

2020年9月7日～16日

← 今回

敷津東南北線および戎本町南北線の
事業認可の告示・縦覧

敷津東南北線および戎本町南北線の事業認可説明会

2021年1月28日

2021年3月19日、20日



説明会の趣旨（今日の主な内容）

➣本日の説明会では、

今後、敷津東南北線および

戎本町南北線事業

を進めていくにあたり、

・事業（認可）の概要

・都市計画法に基づく制限等

・用地買収、補償に関すること

について、説明いたします。

事業認可の告示

都市計画事業の流れ

事業認可 説明会

物件調査・土地評価
補償金額算定

協議（交渉）・契約

工事説明会

用地買収・物件補償

工事着工

工事完了・供用開始
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事業認可の概要（事業計画） 8

延長

敷津東南北線 L=360m

戎本町南北線 L=70m

2031年春 なにわ筋線開業に合わせて整備完了を目指す

➣

➣

➣ 幅員

敷津東南北線 W=23.0～30.0m

戎本町南北線 W=7.0～20.0m



事業の概要（拡幅イメージ） 9

（北行車線）（南行車線）

（南行車線） （北行車線）

木津市場
木津
中学校

（下図）

線路両側へ
道路を付替え

木津市場
木津
中学校

（下図）

（北行車線）（南行車線）

（南行車線）
（北行車線）

線路両側へ
道路を付替え

南海
本線

南海
本線 なにわ筋線

道路区域の拡幅（都市計画道路 敷津東南北線・戎本町南北線）

木津市場付近から国道25号 国道25号から南側

官民境界位置 官民境界位置 官民境界位置



事業認可の概要（告示内容） 10

【告示番号】

告示：令和3（2021）年1月28日（大阪府告示第111号）

公告：令和3（2021）年2月1日（関西高速鉄道株式会社）

【施行者の名称】

関西高速鉄道株式会社

【都市計画事業の種類及び名称】

①大阪都市計画道路事業 ７・３・５０号敷津東南北線

②大阪都市計画道路事業 ７・７・５１号戎本町南北線

【事業施行期間】

令和3（2021）年1月28日から令和14（2032）年3月31日

【事業地】

（収用の部分）

①大阪市浪速区敷津東一丁目、敷津東二丁目及び敷津東三丁目地内

②大阪市浪速区戎本町一丁目地内

（使用の部分）

①②なし



大阪都市計画道路 7・3・50 敷津東南北線
事業認可区域 L=360m W=23.0～30.0m

大阪都市計画道路
7・7・51 戎本町南北線
事業認可区域
L=70m W=7.0～20.0m

事業の概要（平面図）【事業地を表示する図面】 11

敷津東南北線 戎本町南北線



事業の概要（平面図）【設計の概要を表示する図面】 12

凡例

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。

敷津東南北線
戎本町南北線

大阪都市計画道路 7・3・50 敷津東南北線
事業認可区域 L=360m W=23.0～30.0m

大阪都市計画道路
7・7・51 戎本町南北線
事業認可区域
L=70m W=7.0～20.0m

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

道路

都市計画線

町丁目界 歩道

鉄道構造物

緑地・環境施設帯

（なにわ筋線）
盛土区間



事業の概要（標準横断図１）【参考図書】 13

※今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図2）【参考図書】 14

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図3）【参考図書】 15

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図4）【参考図書】 16

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図5）【参考図書】 17

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図6）【参考図書】 18

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図7）【参考図書】 19

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図8）【参考図書】 20

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図9）【参考図書】 21

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（標準横断図10）【参考図書】 22

（なにわ筋線）
掘割擁壁区間

（なにわ筋線）
開削トンネル区間

（なにわ筋線）
高架区間

（なにわ筋線）
盛土区間

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（交差点形状の変更） 23

■敷津東南北線 北側交差点

現状 整備後

右折レーンの廃止

木津市場 木津市場

Zepp Namba Zepp Namba

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。



事業の概要（交差点形状の変更） 24

■国道25号交差点

現状 整備後

北行車線の減少

横断歩道
位置変更連続性の確保

※道路断面の詳細は、今後の関係者協議などにより変更になる場合があります。
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認可取得に伴う制限・制度 【用地取得箇所】

道路整備(機能復旧)を行う部分
• 道路整備で必要な用地であるため、用地の買取にご協力お願いいたし
ます。

都市計画道路

道路整備(機能復旧)

高架鉄道

敷津東南北線

戎本町
南北線

用地取得箇所
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国道25号

44‰

0Ｍ
-10Ｍ
-20Ｍ
-30Ｍ
-40Ｍ
-50Ｍ なにわ筋線



認可取得に伴う制限・制度（都市計画法） 27

○建築等の制限（都市計画法第65条）

事業地内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地

の形質の変更や建築物の建築等には許可が必要となります。

○土地建物等の先買い（都市計画法第67条）

事業地内において、土地建物等を有償で譲り渡そうとする場合

は、事前に関西高速鉄道株式会社への届け出が必要となります。

※届け出なく売買を行った場合などは、50万円以下の過料が

科せられることがあります。（都市計画法第95条）

○土地の買取請求（都市計画法第68条）

事業地内の土地については、関西高速鉄道株式会社に対して当該

土地を時価で買い取る請求ができます。

○土地等の収用（都市計画法第70条）

事業地内には土地収用法が適用されます。



認可取得に伴う制限・制度（建築等の制限） 28

（北行車線）（南行車線）

（南行車線） （北行車線）

木津市場
木津
中学校

（下図）

線路両側へ
道路を付替え

木津市場
木津
中学校

（下図）

（北行車線）（南行車線）

（南行車線）
（北行車線）

線路両側へ
道路を付替え

南海
本線

南海
本線 なにわ筋線

敷津東南北線
（木津市場付近から国道25号）

戎本町南北線
（国道25号から南側）

都市計画幅

事業地内の建築等は、原則許可できません

都市計画幅 都市計画幅

都市計画幅
（なにわ筋線）
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今後の進め方等（事業工程） 30

※今後の地権者協議状況、関係機関協議、種々の要因により変更することがあります。

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

2031年春
なにわ筋線
開業

詳細設計

用 地 買 収

建 設 工 事
（なにわ筋線工事含む）

残
工
事

概略
設計等

年度（4月~翌年3月）



今後の進め方（用地買収・補償の流れ）

➣次に、用地買収、補償に

関する説明をさせていただきます。

事業認可の告示

都市計画事業の流れ

事業認可 説明会

物件調査・土地評価
補償金額算定

協議（交渉）・契約

工事説明会

用地買収・物件補償

工事着工

工事完了・供用開始

31



測量と境界確定について（１） 32

○事業に必要な用地（土地）の面積を確定するために、所有されている土地

の全ての隣接地と境界を確定していただく必要があります。

○予め関西高速鉄道株式会社において基準点測量や現況の測量を行い、その

後、隣接している土地の所有者と現地にて土地境界の確認をしていただきます

その際、みなさまの敷地への立入りをお願いすることがあります。

○現地での確認ができましたら、関西高速鉄道株式会社にて境界確認図を作

成しますので、関係している土地所有者のみなさまには署名捺印していただき、

土地の境界を確定いたします。

※用地取得及び物件補償等に際しては、隣接地との

土地境界を事前に決めていただく必要があります。



測量と境界確定について（２） 33

Ａさんの土地

道路都市計画道路

土地の境界が不明？

Ｂさんの土地 Ｃさんの土地

都市計画道路



測量と境界確定について（３） 34

道路都市計画道路 土地境界の確認

買収面積の確定買収させていただく範囲

Ａさんの土地 Ｂさんの土地 Ｃさんの土地

Ｄさんの土地

都市計画道路



用地取得・物件補償等について（１） 35

～補償の概要について～

土地の正常価格
・所有権 （土地の買取）

建物等を移転する費用

引越しに必要な費用など

公共事業に伴い土地を取得するときに

通常生じる損失の補償

「公共用地の取得に伴う損失補償基準」
（「損失補償基準」）

建物等に関する補償土地に関する補償

※憲法２９条第３項に規定する正当な補償を行っております。



用地取得・物件補償等について（２） 36

～土地に対する補償について～

土地価格 ＝ 更地での正常な土地の取引価格

⇒下記算定方法に基づき算定いたします。

～補償算定方法～

ア 周辺の不動産取引価格

イ 不動産鑑定士による鑑定評価格

ウ 近隣の地価公示法による公示価格

エ 土地買収面積

＊土地を借地されている等の権利をお持ちの方がおられる場合は、土地所有者様と借地権者様等と土地の

利用権の割合（借地権割合等）を決めていただき、その割合に応じて算定いたします。

＊残地については、価格の低下・利用価値の減少等の損失が生じると認められるときはその損失を補償します。



用地取得・物件補償等について（３） 37

～建物等に関する補償について～

建物等の移転が必要となるとき → 移転に通常要する費用 を補償

【原則】 「個別払い」「金銭による補償」「補償契約締結時の価格により算定」

＝建物等補償金算定の流れ＝

・・・ 建物の配置や使用状況の調査

・・・ 建物と起業地との関係により認定

・・・ 建物の移転料、引越し費用、移
転先選定費、借家人補償、営業
休止補償などの算定

建物等の移転補償金

補償金の算定

建物の現状の調査

移転工法の検討



用地取得・物件補償等について（４） 38

事 業 説 明 ・ 用 地 説 明

土地の測量を実施

建 物 等 の 調 査 を 実 施

調査結果に基づいて補償額を算定

補 償 内 容 に つ い て 説明

～用地事務の流れ～

算定した補償の内容についてご説明します。



用地取得・物件補償等について（５） 39

～用地事務の流れ（つづき）～

補償金額の提示

契約関係書類への調印・契約

土地の分筆・所有権移転登記

補償金のお支払い

建物の移転工事等完了後、土地の引渡し

金額提示のご承諾いただいたのちに書面で行います。

補償内容によりお支払いの時期が異なります。



用地取得・物件補償等について（６） 40

○課税の特例等について

不動産譲渡所得にかかる課税の特例

関西高速鉄道株式会社が買い取り申し出をした日（金額提示の日）から

６カ月以内にご契約をいただく等の要件を満たしている場合

補償金のうち、土地等を売却した対価については、不動産譲渡所得から一定

額を限度に特別控除できる課税の特例措置（収用特例）があります。

（租税特別措置法第33条の4：個人、同法第65条の2：法人）

＊特例を受けるためには、所轄の税務署に確定申告していただく必要があります

＊申告に必要な証明書を発行しますので申告の時期まで大切に保管してください

（再発行はできません）



用地取得・物件補償等について（７） 41

○その他

・ 補償の算定の基礎となる調査に伴い知り得た個人情報について

は、関係する法令（個人情報保護法・行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律（マイナンバー法

（略称）））に則り適正に処理し、補償算定の目的以外には使

用いたしません。

なお、個人の方の場合、契約手続きを行う際には、税務署への

報告用にマイナンバー等の提示をいただく必要がありますので、ご

協力のほど、よろしくお願いします。

個人情報の取り扱いについて



用地取得・物件補償等について（８） 42

土地収用法の適用について

・ 用地取得 ・物件補償等については 、補償の対象となる

方 と話 し合い 、合意の上で契約を結んで関西高速鉄道

株式会社が必要な土地を取得する と と も に 、権利者の

みなさま には建物等を移転していただ き ま す 。

し か し 、補償金の額について合意ができなか っ た り 、

土地の所有権について争いがあるな どの理由で 、話 し

合いによ り土地を取得できない場合があ り ま す 。 こ のよ

う な場合は 、関西高速鉄道株式会社が土地収用法の

手続きを と る こ と に よ り 、土地所有者や関係人に正当な

補償を し た う えで 、土地を取得する こ とがで き ます 。 こ う

し た制度を土地収用制度といいます 。



今後の進め方（地域の課題）

➣最後に、工事など地域の課題に

関する説明をさせていただきます。

事業認可の告示

都市計画事業の流れ

事業認可 説明会

物件調査・土地評価
補償金額算定

協議（交渉）・契約

工事説明会

用地買収・物件補償

工事着工

工事完了・供用開始
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詳しくは、

今後の工事説明会等で説明を

させていただきます。



今後の進め方等（地域の課題）【通行への影響】
現況

鉄道整備中～後

木津市場
木津
中学校

44

・自動車・二輪車・歩行者の東西の通行はできなくなります
・歩行者への代替横断手段は、地域の方々と相談のうえ検討いたします



今後の進め方等（地域の課題）【歩行者代替横断案】 45

線路高さ

案①－１歩道橋

案①－２歩道橋

案②地下道

案③鉄道下平面横断

壁高欄道路面

約６ｍ

※説明用イメージの
ため形状や縮尺等実
際とは異なります。

道路分断箇所における歩行者通行機能復旧案

断面イメージ

約６ｍ

※検討案であり現時点で確定しているものではありません。

鉄道
クリアランス

約１０ｍ



今後の進め方等（地域の課題）【環境への影響（列車騒音）】46

環境保全対策（なにわ筋線）

＜鉄道の騒音＞
〇沿線に近接した既存の住居及び中高層住宅等の環境保
全対象施設の高さ方向で、基準値を超える地点があるた
め、セミシェルターなどの最新技術も踏まえた対策を実施

〇吸音効果の高い吸音材の選定

〇鉄道施設の適切な保守管理

〇消音バラスト敷設 など

横断面例



今後の進め方等（地域の課題）【列車騒音対策事例】 47

対策事例（セミシェルター形状）



今後の進め方等（地域の課題）【環境への影響（景観）】 48

景観（なにわ筋線）

事業計画路線高架部は、景観計画区域の基本届出
区域(都心景観形成区域)に該当しており、景観形成
基準を順守するよう関係機関と協議を行い、周辺環
境と調和した景観形成を図ります。

・周辺への圧迫感や威圧感の軽減に努める。
・汚れが目立ちにくいもの、経年により景観をそこなう
ことのないものとするよう努める。
・デザインや色彩等については、関係機関等と十分に
協議を行い、騒音対策への配慮も踏まえ、優れた地
域景観の創造に努める。など



お問い合わせ 49

【事業全般に関すること】

事業調整部 調整課 06-6485-8913

【E-mail】 naniwa＠kr-railway.co.jp

【ホームページURL】

http://www.kr-railway.co.jp/naniwa.html

【用地・補償等に関すること】

企画推進部 企画課 06-6485-8912


